
令和７年度 武岡台特別支援学校いじめ防止基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間計画】 

 児童生徒関係 職員関係 検証関係 
 ４月  年度当初の生活指導 生徒指導体制についての研修 

児童生徒の実態についての共通理解 
ミーティング【高】 

年間の活動計画の検討 

 ５月  

 

連休前の生活指導 
いじめ問題を考える週間 
（１日～９日） 

ミーティング アンケートの分析 
ミーティングのまとめ 

 ６月   ミーティング ミーティングのまとめ 
 ７月  夏休み前の生活指導 生徒指導委員会 

人権に関する研修 
１学期の取組の総括及び２学期に向
けての取組確認 

 ８月     

 ９月  

 

 

いじめ問題を考える週間 
（１日～５日） 
アンケート調査，個別面談 
携帯・ネット利用実態調査 

ミーティング【小中】 

 

 

アンケートの分析 

 

１０月  ミーティング【高】 ミーティングのまとめ 
１１月    

１２月 

 

人権週間，障害者週間 
冬休み前の生活指導 

人権週間，障害者週間について
の共通理解 
生徒指導委員会 

２学期の取組の総括及び３学期に向
けての取組確認 

 

 １月     

 ２月   ミーティング ミーティングのまとめ 
 ３月  新年度に向けた生活指導 

春休み前の生活指導 
 年間の総括及び次年度に向けての取

組確認 

 

        
        
【PTAとの連携】 

○ 学級 PTA，学年 PTA， 
学部 PTA，PTA総会, 
ミーティングの活用 

 【学校の取組】 
〈発達支持的生徒指導〉 

○ 未然防止 
 ・ 児童生徒についての共通理解   
（職員朝会,学部会,学年会,主事等会等） 

 ・ 人権教育，道徳教育，特別活動の充実 
 ・ 体験活動を活用した人間関係づくり 
 ・ 標語，ポスター等の制作 
○ 早期発見 
 ・ 連絡帳の活用 
 ・ 欠席者への電話連絡 
 ・ アンケートの実施 
 ・ 個別面談等 
○ 課題対応（生徒指導体制図参照） 
 ・ 被害者,加害者への適切なケア及び指導 
 ・ 保護者との連携 
  ・ 指導体制及び方針の検討 

 【県教委との連携】 
○ 指導主事の派遣
及び助言 
○ いじめ問題対応
チームの派遣及び
助言 
◯ 研修等への講師
派遣 
○ スクールカウン
セラーやスクール  
ソーシャルワーカー
の活用 

【学校関係者評価委員会との連携】 
○ 学校関係者評価委員 
１ 大学教授等 

 ２ 地域の小学校長等 
  ３ 育成センター施設長等 
  ４  民生委員等 
５ ＰＴＡ会長 

  

 【関係機関,外部との連携】 
○ 警察 
○ 児童相談所 
○ 福祉・医療機関等 

いじめ問題への学校の目標 
○ 児童生徒一人一人が心豊かに通える学校として，安心・安全な教育環境を整備する
とともに，児童生徒が自他の大切さを理解する教育を推進する。 

【生徒指導委員会】 
【内容】・ 小学部，中学部，高等部間の連携及び生徒指導に関する情報等の共有 

・ 年間を通した取組等について検討 
・ 年間の活動を検証し，次年度への計画の作成 

【構成】校長，教頭，事務長，教務主任，学部主事，各学部生徒指導主任，学年主任， 
担任（必要に応じて保健主任，支援主任，養護教諭，外部専門家等） 

 



武岡台特別支援学校いじめ防止等の対策のための組織 
○ 基本的に担任だけで対応するのではなく，関係する他の教職員と連携をとって指導・支援を行う。 
 また，必要に応じて多職種の専門家や関係機関等に協力を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

生徒指導委員会  

 

 

 

 

学校関係者評価委員会  
 
 

 

外 部  

 

 

 

校長，教頭，事務長，教務主任， 
学部主事（小・中・高）， 
生徒指導主任（小・中・高）， 
学年主任，学級担任 
（必要に応じて保健主任，支援
主任，養護教諭） 

学校関係者評価委員 
  １ 大学教授等 
 ２ 地域の小学校長等 
  ３ 育成センター施設長等 
  ４  民生委員等 
５ ＰＴＡ会長 

・ ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 
・ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

 

 

【生徒指導体制】 

〈指導・支援の流れ〉 
 
児童生徒の問題行動 

 
 
 
     ① 担 任 
 
    
 

 ② 学年主任 
 
 

学年(部)     学部 
生活指導     主事 

 
  
 
  全職員 ③ 生徒指導主任 
 
 
    
 

④ 校長，教頭 
 
 
 
 
 ⑤ 個別の指導体制 
    （特別指導を含む） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 「即時・即座・即応」を基本とし，児童生徒の問題行動について 
 は学級担任へ報告をする。 
 
 
 ① 学級担任は事実確認後，必要に応じて学級内で指導に当たる。 
  担任の指導の範疇を超えていると思われる場合は，学年主任と 
  連携を図る。 
 
 ② 学年主任は学年(部)生活指導係と連携を図り，学年(部)での 
  方針を立て指導に当たるＡ。また，学年主任は事前に学部主事， 
  生徒指導主任に報告をするとともに，必要に応じて学部で報告 
  し共通理解を図る。 
   ※ 問題が深刻化している場合や特別指導を必要とする場合 
   （社会通念的な犯罪行為等）は，生徒指導主任と連携を図る。 
 
 
 ③ 生徒指導主任は，関係職員を召集し，対応を協議する。 
生活指導係は協議を基に，指導計画を立案する。 

  ※ 児童生徒の実態に応じて柔軟に対応するとともに，複数の 
   職員で指導体制を組む。 
 
 ④ 生徒指導主任は，校長，教頭に指導方針等を報告する。 
  ※ 校長，教頭の判断によりＡ の体制（範囲）で継続した指導を 

展開する場合もある。 
 
 
 ⑤ 担任，学年主任，生活指導係，校内支援係，教育相談係，生徒 
指導主任，学部主事，校長，教頭等，問題の多種多様化に対応で 
きるように様々な職員との連携を図る。 

    ※ 指導経過を記録として残し，保護者に対しても指導内容や 
   状況を報告し，連携を図る。 
    ※ 個別の指導（特別指導を含む）について学部で報告し，共通 
   理解を図る。 
  ※ 学期末の生徒指導委員会で報告を行い，学校全体で共通理解 

を図る。 

    

 校外諸関係機関との連携（警察，児童相談所，福祉，医療など） 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 


